
 

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
） 

（
基
準
を
満
た
す
特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
こ
と
を
示
す
添
付

書
類
） 

基 
 

 
 

 
 

 
 

 

準 

添 
 

付 
 

書 
 

類 
電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第

二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
無
線
局
の
免
許
を
受
け
た
者

が
当
該
免
許
に
係
る
無
線
通
信
の
業
務
の
用
に
供
す
る

た
め
に
導
入
し
た
特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
シ
ス

テ
ム
（
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
第
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
補
助
金
等
の
交
付
を
受
け
て
導

入
し
た
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
る
こ
と
。 

電
波
法
第
十
四
条
に
規
定
す
る
免
許
状
の
写
し 

特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
シ
ス
テ
ム
の
保
守
及

び
管
理
を
迅
速
か
つ
適
切
に
実
施
で
き
る
体
制
を
確
保

す
る
た
め
、
当
該
特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
シ
ス

テ
ム
の
導
入
に
係
る
認
定
開
発
供
給
事
業
者
が
日
本
国

内
に
保
守
及
び
管
理
の
拠
点
を
有
し
て
い
る
こ
と
又
は

日
本
国
内
に
保
守
及
び
管
理
の
拠
点
を
有
し
て
い
る
事

業
者
（
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
特
定
高
度

情
報
通
信
技
術
活
用
シ
ス
テ
ム
の
開
発
又
は
提
供
及
び

維
持
管
理
を
行
う
者
に
限
る
。
）
と
の
提
携
等
に
よ
り

保
守
及
び
管
理
を
実
施
で
き
る
体
制
を
確
保
し
て
い
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。 

特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
シ
ス
テ
ム
の
適
切
な

提
供
及
び
維
持
管
理
に
関
し
て
、
日
本
国
内
に
保
守
及

び
管
理
の
拠
点
を
有
し
て
い
る
こ
と
又
は
日
本
国
内
に

保
守
及
び
管
理
の
拠
点
を
有
し
て
い
る
事
業
者
と
の
提

携
等
に
よ
り
維
持
管
理
等
の
体
制
が
確
保
さ
れ
て
い
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類 

総
務
省
・
経
済
産
業
省
関
係
特
定
高
度
情
報
通
信
技

術
活
用
シ
ス
テ
ム
の
開
発
供
給
及
び
導
入
の
促
進
に
関

全
国
５
Ｇ
シ
ス
テ
ム
に
係
る
電
波
法
第
二
十
七
条
の

十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
基
地
局
が
、
屋
内
等
以



 

す
る
法
律
施
行
規
則
（
令
和
二
年
総
務
省
・
経
済
産
業

省
令
第
二
号
。
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二

条
第
一
号
に
規
定
す
る
全
国
５
Ｇ
シ
ス
テ
ム
を
導
入
す

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
全
国
５
Ｇ
シ
ス
テ
ム
に
係

る
電
波
法
第
二
十
七
条
の
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特

定
基
地
局
（
同
項
第
一
号
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
が

、
屋
内
等
（
第
五
世
代
移
動
通
信
シ
ス
テ
ム
の
普
及
の

た
め
の
特
定
基
地
局
の
開
設
に
関
す
る
指
針
（
令
和
三

年
総
務
省
告
示
第
四
十
号
）
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す

る
屋
内
等
を
い
う
。
）
以
外
の
場
所
に
設
置
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。 

外
の
場
所
に
設
置
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す

る
書
類 

施
行
規
則
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
ロ
ー
カ
ル
５

Ｇ
シ
ス
テ
ム
を
導
入
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
ロ

ー
カ
ル
５
Ｇ
シ
ス
テ
ム
が
、
当
該
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
シ
ス

テ
ム
の
特
性
を
活
用
し
た
先
進
的
な
デ
ジ
タ
ル
化
の
取

組
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
シ
ス
テ
ム
が
、
当
該
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ

シ
ス
テ
ム
の
特
性
を
活
用
し
た
先
進
的
な
デ
ジ
タ
ル
化

の
取
組
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証

明
す
る
書
類 



 

別
表
第
二
（
第
二
条
関
係
） 

（
認
定
導
入
計
画
に
従
っ
て
導
入
し
た
特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
シ
ス
テ
ム
で
あ

る
こ
と
等
を
示
す
添
付
書
類
） 

特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
シ
ス
テ
ム
に
係
る
設
備 

添 
 

付 
 

書 
 

類 

一 

基
地
局
の
無
線
設
備 

 
 

陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備 

１ 

当
該
設
備
の
仕
様
を
示
す
書
類 

２ 

様
式
第
三
の
表
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
を
確
認

で
き
る
書
類 

二 

交
換
設
備 

１ 

当
該
設
備
の
仕
様
を
示
す
書
類 

２ 

様
式
第
三
の
表
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
を
確
認

で
き
る
書
類 

三 

伝
送
路
設
備
（
光
フ
ァ
イ
バ
を
用
い
た
も
の
に
限

る
。
） 

１ 

当
該
設
備
の
仕
様
を
示
す
書
類 

２ 

基
地
局
の
無
線
設
備
と
交
換
設
備
を
接
続
す
る
た

め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
成

図
等
の
書
類 

３ 

様
式
第
三
の
表
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
を
確
認

で
き
る
書
類 

 


